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1. は じめに て ，造成，幹線交通路の 建設・整備など 開発事 

業を推進する 前提条件として ，その事業を 対象 

最近 15 年間さまざまな 環境破壊や環境汚染が とした環境アセスメントを 実施することが 義務 

われわれ人間に 対して深刻な 問題を投げ掛けて づげられ始めたのは ，昭和 50 年代前半であ る。 

きた。 しかしょうやく 改善されつつあ る今日， 既定の事実として 環境政策の目標なり ，環境 計 

PPM に象徴される 規制と対策に 終始する対症 画 なりが確立しており ，その下位の 概念として 

療法的 (react-and-cure) " 守り " の環境政策か 始めて具体的な 開発事業に対する 環境アセスメ 

ら ，環境影響評価制度 ( 環境アセスメ ソト ) の ント を位置づけることができる。 1975 年に国連 

導入，長期的な 損失のリスクを 極小化するとい の国際学術連合会議 (International Council of 

ぅ 国土・地域の 適正土地利用の 推進，アメニテ ま ienceUnions; ICSU) の特別委員会 SCOPE 

ィ : 快適環境づくりなど ， 予見的， 予防的 (SCientifRC Committee on Problems of the 

(amt Ⅰ CIPate 一 ;and 一 lPr<event)  な 立場 ヵ ) らの，。 。 攻 Environment)  がまとめた EW か o れ爪 ental 

め " の 環境政策の推進が 求められている n 。 ヱ沖タ a め Assessn 符 ㌍れな 月れ れ 。 ゆル s  a れピ月れ 0- 

国 ，地方公共団体，民間企業など 事業主体が ce み ur ㏄において， 図 1 幻に示されて L. 、 ちょう 
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図 1 地牡 および日来レベルでの 什画 と押伍の 曲係 2) 
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に ，環境への影響評価の 前提あ るいは上位概念 

として環境評価，環境計画，総合評価があ げら 

れている。 総合計画は地域あ るいは国の将来計 

画にかかわる 行動すべてに 関する目標・ 政策を 

さしており，環境計画は ，総合計画のうち ， 環 

境 質の保全または 向上に関するものをさしてい 

る。 さらに， SCOPE の報告は，国土，県主， 

地域づくりの 墓木路線，すなわち 地域環境管理 

構想あ るいは計画を 長期的展望から 構築し， 地 

域 全体に対する 環境保全と環境創造のためのマ 

スタープランのもとで ，環境行政や 環境政策を 

推進していくことを 求めている。 

本稿では，国や 地方公共団体がさまざまな 名 

称でまとめている 地域環境管理計画と 環境影響 

評価制度の現状解析と 問題点の検討，環境情報 

とくに自然環境情報に よ る環境評価手法として 

の自然 度 分級の位置づげを 行なっている。 

本稿をまとめるにあ たり，昭和 60 年 3 月に横 

浜国立大学を 退官されました 大山政雄教授から 

環境情報の評価に 関して，多くの 示唆を戴いて 

いる。 記して感謝の 意を表するとともに ，今後 
一層の活躍をご 期待申し上げます。 

IL. 珠 坊主体と 俺挽 管理 

環境というと 原始林， 自然保護などの 言葉に 

象徴される普遍的環境Ⅰ原生自然という ィノー 

、 ジを 抱かせる面もあ るが，現実に 把握されるべ 

き 対象としての 環境は，保全 ( 現状維持 ) . 開 

発に係わる意思決定の 対象としての 環境であ 

る 。 各種公害問題との 係 わりにおいてとらえら 

れる環境とは ，人間もその 一員であ る生物集 
団 8) を健全に維持できるだけの 譲歩出来ない 一 

定の限界値を 有する，いわば 生命の存続を 保証 

できるだけの 普遍的ともとれる 環境であ る。 し 

かし，人間の 存在とその活動を 最小限に保証で 

きる臨界にあ たる環境条件下においては ，人間 

に備わっている 英知を充分に 発揮することが 出 

来ず， 従来以上の発展が 期待・保証できな 

い " 。 現実には，画一的に 取り扱えない 価値 

観，利害関係，依存度などさまざまな 立場の人 

々が 係 わっている地域環境は 相対的かつ動態的 

な存在であ る。 開発行為 は 自然環境の中に 新し 

い人間一環境システムを 作りあ げるという意味 

で ，環境保全と 開発行為との 調整が必須となっ 
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ている。 増川 l 1983 。 ，は，環境に 対して何らか 

の関心を持って 接し，それを 利用したり，そこ 

から意味のあ る情報を読み 取るものとして ，地 

域住民，公共主体，開発主体にまとめられる 3 

群の環境主体を 区分して，各環境主体 は 自然環 

境 ，社会環境，経済環境への 関心が異なるとし 

ている。 保全，改変，開発などをも 含めた意味 

で環境管理を 考察すれば，環境管理は 環境への 

係 わりのあ りかたによって 評価が異なってくる 

環境主体問の 調整であ り，その前提として 数値 

あ るい ほヵ テゴリ一区分に よ る環境価値評価の 

重要性をあ げることができる。 すなわち，地域 

の自然的，社会的および 経済的諸条件に 基づ 

き，長期的総合的に 地域環境の適正な 保全 と利 

用を計ることを 意図している 環境管理は ， ㈲基 

本的指針，政策，地域像などを 折り込んだ環境 

管理計画， (2 廟発 事業によって 地域環境に及ば 

す影響を事双に 評価・予測する 環境影響評価制 

度 ( 環境アセスメント ) および ¥m) 環境に係わる 

情報の収集・ 管理・評価をおこ なう 環境情報シ 

ステム， の 3 者が柱とされなければならない。 

つぎに，環境管理の 3 本柱の現状とその 課題 

について考察する。 

I11. 環境 影笘 評価制度の現状と 課題 

環境影響評価とは ，国連環境計画 (UNEP; 

United Nations Environmental Programme) 

によると「人間の 行動が環境を 変える恐れがあ 

る時に ， ど う したらよいかを 評価し決定するた 

めの行動。 とく v こ 環境の変化に 関する情報を 確 

誌 し，予測し，分析し 公表する行動」と 定義し 

ている。 また，昭和 50 年 12 月 22 日に中央公害対 

策審議会防止計画部会・ 環境影響評価制度専門 

委員会がまとめた 報告に よ ると「環境影響評価 

とは開発行為等が 空気， 水 ， 士 ，生物等の環境 

に及ばす影響の 程度と範囲，その 防止策等につ 

いて，代替案の 比較検討を含め ，事前に予測と 

評価を行な う ものであ る。 具体的には，環境影 

響の評価は，計画・ 事業の決定・ 実施に伴 う種 

々の環境質の 変化を予測し ， 更に予測された 環 

境質の変化が 人の健康その 他の環境の適合性に 

どのような変化をあ たえるかという 評価に帰着 

する」としている。 

環境影響評価制度の 前段階の代表的なものと 

して， 1930 年代にアメリカにおいて 河川港湾 

法，潜水防御法などの 制定によって 水資源開発 

プロジェクトを 中心に確立されてぎた 費用効果 

分析。 ' と 1960 年代のテクノロジー・アセスメン 

ト があ げられる。 テクノロジー・アセスメント 

は，開発主体へのリスク 回避と技術開発による 

リスク防止を 主たる目的として ，新しい科学技 

術の利益とマイナス 効果の予測による 国家予算 

の合理的管理を 行なおうとするものであ った。 

また， 1940 年代前半までは 大気汚染や水質汚濁 

問題は州レベルで 解決すべきこととして 認識さ 

れていたが， 1940 年代後半からは 汚染の広域化 

に伴い，連邦 水 汚染規制法 (1948), 連邦大気 清 

陣法 (1955) など連邦政府が 統一的規制を 行な 

う 必要性が増大してぎた。 さらに，化学殺虫剤 

による自然環境，生態系に 与える悪影響の 問題 

を指摘したひ 一 チェル・ ヵ一 ルソン (1962) の 

Silent 5% 劫 9,) がべ ストセラ一になったことに 

ょり環境問題への 人々の関心が 高まり， Santa 

Barbara 沖で発生した 原油噴出事件 (1969 年 1 

月 ) など，数多くの 環境悪化，環境汚染を 示す 

事件が発生している。 

これらの状況を 背景として， Henry Jackson 

上院議員提出による NEPA(NationalEnvi,on- 

mentalPolicy Act of 1969; 国家環境政策 法 ) 

が 1970 年 1 月に公布されるに 至った o NEPA 

では，その目的として 4 点をあ げている 0 (1) 

人間とその環境との 間に生産的かつ 快適な調和 

をはかる国家的政策を 宣言すること ， (2) 環境 

に対する損失を 防止または除去し ，人間の健康 

と福祉の向上に 一層努力すること ， (3) 国家に 

とって重要な 天然資源および 生態系に対する 理 

解を深めること ， (4) CEQ (Council on Envi. 

Tonment Qua Ⅲ y; 大統領環境諮問委員会 ) を 

設置すること。 また， NEPA 第 102 条 (2) (c) 
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は ，連邦政府各機関に 対して，人間環境の 質に 

相当な影響をあ たえるような 法案作成その 他重 

要な連邦政府の 行為を実施する 際，行為が環境 

に与える影響等に 関する報告書，すなわち EIS 

(EnvironmentaI Im 脾 ct Statement; 環境影響 

評価 書 ) を作成することを 規定している。 

アメリカを中心とするこれらの 状況に対応し 

たかたちで， 日本においても ，昭和 46 年の環境 

に関する統一した 政府機関としての 環境庁の発 

足 をはじめ， 「各種公共事業に 係る環境保全対 

策について」 ( 昭和 m7 年 6 月，閣議了解 ), 環境 

アセスメント 実施の行政指導開始 ( 昭和 47 年 ), 

港湾法，公有水面埋立法および 工場立地法の 一 

部改正ならびに 瀬戸内海環境保全臨時措置法の 

制定 ( 以上昭和 48 年 ) など，環境保全・ 開発が 

らみの環境影響評価制度の 導入が進められてぎ 

ている 8)0 

環境影響評価制度は ，開発と保全とに 係わる 

意思決定に際し ，環境問題に 注意が払われるよ 

うになり，一定の 環境水準が保証されるなどの 

メリットを有している 一方で，工事の 遅延，経 

費の増大などのディメリットを 有している。 と 

くに， 日本においては ，環境影響の 評価手法の 

開発とその統一がなされないままに ，制度だけ 

が整備されてきたきらいがあ るの。 しかも，開 

発と保全との 意思決定に至るための ， より上位 

レベルの概俳・ 方針となるべき 環境政策 ( 図 1 

の 総合計画や環境計画にあ たり，本来ならば ， 

国土総合開発 5 ケ 年計画などであ る ) が欠如し 

ている。 この点に関して ， 日本生態学会環境問 

題 専門委員会 (1983) は「開発に伴 う 環境影響 

予測事業における 生態学的手法の 吟味と問題 

点 」という報告をまとめている、 0 ，。 

IV. 俺境 哲理計画策定の 現状と課題 

地域の環境管理計画の 策定は，地方公共団体 

が 中心となって 推進されてぎている。 現在まで 

愛知県，姉重県，石川県，滋 賀県，大阪府，北 

海道，宮城県，神奈川県など 県 レベルでの 成 

果 ，川崎市，北九州市など 市町村レベルでの 成 

果 ，琵琶湖 ( 滋 賀県生活環境部 ), 多摩川 ( 建 

設省関東地方建設局 ) など湖沼，河川といった 

対象を限定した 成果などが公表されている。 計 

画の骨子は，いずれにおいても " 地域環境を保 

全し，今後望ましい 環境を創造していく " ため 

の (1) 地域環境の将来像 ; 基本的な考え 方， 

(2) 地域環境の現況評価， (3) 長期的環境保全 

目標の設定の 3 点に集約される。 

環境管理計画は ，その原点において 環境影響 

評価制度の上位概俳として 位置づけられるもの 

であ る 0 そこにおいて 環境保全，ニマム ( 目標 

と指針 ) を設定することは 他の行政，法制度の 

整備やアセスメントの 実施に生かせるという 優 

れた点を有している。 しかし，現在の 地域環境 

管理計画は，図 1 に示されているような 総合計 

画 ( 国土計画 ) との 係 わりが不明確であ り，計 

画主体によって 計画策定手法と 環境保全水準 

( その値を決定した 根拠も含め ) が不統一とな 

っている。 このような課題がでてくる 背景とし 

て，環境保全と 開発の意思決定にいたるプロセ 

スとして昭和 40 年台の後半から 環境影響評価制 

度 ( 環境アセスメント ) が走りだしていたこと 

があ げられる。 環境影響評価制度の 現状を ょ 9 

具体的に理解するため ，電源立地開発における 

環境影響評価の 項目すなわち「発電所の 立地に 

関する環境影響調査及び 環境審査の実施方針」 

( 資源 ヱ ネルギー 庁 ，昭和 54 年 6 月 ) における 

調査項目をあ げてみる。 
1. 発電所の計画概要 

1. 1 発電所の設置の 必要性 

1. 2 工事の計画 

2. 環境の現況 

2. 1 大気質 2.  9  海象 

2. 2 水質 2.10  地形・表層の 

2. 3  土壌汚染 土壌 

2.  4  騒音 2.1 ェ 陸水 

2.  5  振動 2.12  混生生物 

2. 6  地盤沈下 2.13  陸生生物 

2,  7  悪臭 2.14  自然景観等 
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2.  8  気象 2.15  その他 

3. 環境保全のために 講じようとする 対策 

3. 1 運転開始後に 関する項目 

3. 2  工事中に関する 項目 

4. 環境影響の予測及び 評価 

4. 1 運転開始後に 関する項目 

4. 2  工事中に関する 項目 

5. その他環境保全のために 講じようとす 

る措置 

5. 1 運転開始後に 関する項目 

5. 2  工事中に関する 項目 

6. 総合評価 

V. 琳境 情報整備の現状 

環境管理計画の 策定やその運営，環境影響評 

価にあ たって，適切な 意思決定に導くための 基 

礎資料として ， より多面的な 環境情報収集の 二 

一ズが 生じて来ている。 開発行為がリスクまた 

は不確実性を 伴っているため ，本来ならば 環境 

に対する人間側の 対応行動を意味する 環境管理 

は，環境情報が 広域的・多次元的に 収集，整備 
されており，開発計画に 関する既存データの 提 

供 ( 開発事業者，行政担当者，地域住民など 各 

環境主体に対して ) が情報公開制度と 結びっい 

た形で推進されるべきものであ る。 しかし，従 

来的には個別的・ 具体的な開発計画を 推進する 

にあ たって，開発主体が 現在の環境情報の 収集 

から開発工事による 影響， さらに完成後の 将来 

的影響の予測までも 含めた環境影響評価報告を 

まとめている。 アメリカを中心とする 欧米諸国 

の環境影響評価においては ，開発の形態に 応じ 

た 環境因子への 影響の違いを 反映したマトリッ 

クス分析法 (LeopoId 1971), Ba 甘 ele 環境評価 

システム (Battele Columbus Institute l972), 

オーバレイ 法 (McHarg 1968) などの各種手法 

が 確立している。 しかし， 日本においては ，前 

項で示されている 2 5 に調査項目は 明らかにさ 

れていても，収集された 環境情報を具体的に 環 

境管理計画や 環境影響評価制度に 導入する手法 

の 確立がされていない。 

国際的な環境情報の 整備は， UNEP ( 国連環 

境計画 ) が INFOTERRA  (Intemational Re. 

ferralSystemforSourcesofEnvi,onmentalIn- 

formation; 環境情報源照会システム ， 日本で 

は 国立公害研究所環境情報部がフォーカルポイ 

ントとなっている ), GEMS( 地球環境モニタリ 

ング・システム ), IRPTC( 国際有害科学物質登 

録制度 ), 世界環境白書ともいうべき "The State 

of theEnvironmen げの作成 (1977 年以後など 

いくつかのプロジ ，クト を推進している。 

国内での環境情報の 整備は，国土地理院の 手 

による国土数値情報と 環境庁の自然環境保全 基 

礎 調査をあ げることができる。 また，手法や 調 

査項目などに 統一性を欠いているが ，愛知県， 

兵庫県，石川県，神奈川県，宮城県など 県 レベ 

ルでも環境のデータバンクづくりが 積極的に行 

なわれ始めている。 さらに，市町村や 限られた 

地域レベルでは ，国土や県土レベルなどマクロ 

的なレベルでは 評価されず除外されている ， ， 

クロ的な環境 質 ，すなわち「地域特性」の 解析 

が求められる。 

建設省国土地理院などが 進めている国土数値 

情報としては ，昭和 49 年以来， 日本全国を約 

lkmXlkm の標準 (3 次 ) メッシュにより 地形， 

土地分級，土地利用，海岸線など 自然条件的デ 

ータ，行政界，砂防指定地，都市計画域など 法 

規制地域等のデータ ，国勢調査，地域統計，文 

化財，公共施設，公示地価など 文化各種施設等 

のデータ，農業センサス ，商業統計，工業統計 

などリンケージデータといった 各種数値情報の 

データベース 化，電算機処理 ( 磁気テープ ) な 

どがあ る "' 。 

昭和 48 年に第一回調査，昭和 53-54 年に第二 

回調査が実施されたのが 自然環境保全基礎調査 

( 環境庁 ) であ る。 この調査は，「国はおおむね 

5 年ごとに，地形・ 地質・植生および 野生動物 

に関する調査，その 他自然環境保全のために 構 

ずべき施策の 策定に必要な 基礎調査を行な うよ 

う つとめるものとする」 ( 自然環境保全法第 5 
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条 ) を 受けておこたわれている ", 。 

自然環境を中心とする 国土レベルでの 環境情 

報は，着実に 収集，整備されてきている。 した 

がって，今後科学的なデータが 時間の経過とと 

もに蓄積されるに 伴って，環境情報は ，環境 影 

評価や環境管理計画に 反映されてくるであ ろ 

う。 しかし，現状では ，調査項目の 不十分さと 

年次的収集が 必要となるデータの 蓄積が少ない 

ために，個別の 開発計画，保全・ 開発への意思、 

決定 ( 代替案も含めた 許認可 ) に ， 必ずしも有 

効な資料を提供できているわけではない。 

VI.  環 境 評 価 

一 とくに自然 琳境 の質的評価 一 

の
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ゼロ 火 データ : まったく加工されていない 

生のデータのことであ り，測定値その 
ものや調査 原 表などのことであ る。 た 

とえば，あ る地点あ る時点において 調 

査された国勢調査原麦，二酸化窒素濃 

度 ，植生学的手法の 現存植生調査 原 表 

などであ る。 

一次 デ一 タ : ゼロ 次 データをもとに 報告 

書，地図 ( 分布図 ) に加工したもので 

あ る。 たとえば，環境統計要覧，植生 

図 ，地質図，騒音分布図，土地利用図 

などであ る。 

二次データ : 環境の現状を よ り解説的，主 

観的に解釈・ 加工したものであ り，環 

境白書などがあ る。 また， 緑化計画 

図 ，立地図など ，具体的な目的に 対し 

ての評価・分級された 転化図や機能図 

も含まれる。 

ゼロ 沈 または一次データをもとに ，二次デー 

タへと転化することによって 環境の評価を 行な 

い， よりリスクの 少ない環境管理計画あ るいは 

開発計画 ( 環境影響評価をふまえた ) を推進し 

ていくニーズが 高い。 とくに，産業経済文化の 

発展を意図し ，長期的視点に 立脚した環境管 
理，開発計画において ，異なった環境主体間の 

争点となるのは ，緑地の確保に 代表される環境 

保全と環境開発との 線引きであ る。 開発事業の 

  

潜在自然植生国 現存植生国                 
グロスチェッ ク 

図 3  Ⅰ 源 立地味発ヰ業の 計画に対する 俺境影再 押伍 の プロセスと生無学的アプローチ 
(,79% 源ェネルギ一年 作 に加筆 ) 
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進展の影響を 強く受ける自然環境に 対する保全 

策は，緑地率や 緩衝 帯 の幅など一定の 量的基準 

を設けることによって 行なわれてきている。 開 

発事業の推進は ，緑地率で示される 地域の自然 

環境の量的低下をもたらすものであ り，質的低 

下の代替的なものとして 地域環境は，社会的， 

経済的および 自然的な意味で ，質的な向上によ 

る補償が 常ンこ 求められる。 

地域空間における 自然環境の質的な 現状評価 

あ るいはその潜在力の 評価は，その 地域環境が 

如何 7 こ 高い多様性に 保たれているかという 把握 

と同意であ る。 なぜなら，地域における 大気， 

気候，地形，土壌，動物，植物など 環境因子の 

計測から解析できる 多様性とは， 自然性であ 

り ，総合的に環境というシステムが 外的および 

内的な環境正の 変化に対する 抵抗力であ り，恒 

常性，補完性，安定性を 維持する能力に 他なら 

ない。 すなわち多様性・ 自然性の高い 環境シス 

テム は，外部環境から 特別の資源， ェ ネルギ一 

の供給を受けることなくシステムの 維持と更新 

( 世代交代 ) ができるだけでなく ，外部環境の 影 

響，環境圧の 変動や内部環境の 変化に対する 耐 

性が強い。 人間活動など 外部からの影響を 強く 

受けている環境システムでは ，環境圧への 対応 

に多くの ヱ ネルギーがついやされ ， システム効 

率の低下を生じやすく ，別のシステムからの 援 

助が必要となってくる。 具体的な例が 都市環境 

システムであ る。 都市環境システムは ，環境を維 

持するための 生産性および 再生産性を欠いた 自 

立できないシステムであ る。 都市環境が閉鎖シ 

ステムであ れば，数時間というレベルで 温度の 

上昇がみられ ，数日というレベルで 生 ぎものの 

生存に影響が 及び ， ゴ ; や廃棄物があ ふれだし 

て，システム 破綻がきわめて 短期的に生じる。 し 

かしながら， 30 数 億年に及ぶ地球の 歴史におい 

て形成されてきた Ecosystem という生命体と 環 

境とのト一タル・システムは ，人間活動という 

イン " クト によって直接間接に 負の方向での 変 

化を促すことはできても ，われわれ人間の 歴史 

の短さの中では ，決して正の 方向での発展・ 進 

化を直接促すことができない。 したがって，無 

機的要因と生物的要因との 総和としての 地域環 

境の現状は，その 環境を最も よく 反映している 

ものによって 評価されなければならず ，自然環 

境の多様性，すなわち「自然 度 」という生きも 

の 指標によって 始めて評価することができる。 

次項では，この「自然 度 」について考察する。 

VII.  自然 度は ついて③・ ' 。 ' 

人間活動の影響，火山の 爆発，洪水など 外的 

なインパクトによって Ecosystem  を構成して 

いる動物，植物，微生物などあ らゆる生きもの 

集団は， より極端で厳しい 環境条件に耐え 得る 

生きもの集団へと 代償される。 新たに形成され 

た生きもの集団は ，従来の生きもの 集団と比較 

して， よ り 貧 化した環境条件での 耐性が高いと 

い 5 特性を有しているが ，集団としての 多様 

性 ，安定性などポテンシャルが 低下している。 

環境評価手法としての 自然 度は ，動物集団， 

植生，土壌条件など 生きもの集団を 指標とし 

て，地域環境を 相対評価しようとするものであ 

る。 生 ぎもの指標による 環境評価の一手法とし 

ての自然度の 概念による立地・ 環境を評価・ 分 

級する手法に 関する研究報告は 少なくない。 

Ttixen l956 Ⅲは，植生を 指標にして， 人為 

的干渉の程度を 自然の終局群落に 対する代償 群 

落度 (Grad der ErsatzgeselIschaften, 4 階級 

に分級 ) と表現している o Solmsdort 魔 ㎡， 

1975, 。 ，は，景観部分と 景観構成要素を 指標にし 

て， 自然的 (natUrlich) から都市的 (urban) 

までの 5 段階評価をおこなっている。 我が国で 

は ，植生を指標として ， 井手 (1968)"  の「保 

存緑地分級 度 」， 宮脇 (1971)", の「植生重要 

度」，宮脇・ 鈴木・ 金 (197 の ", の「植生自然 度 」， 

Kojima  &  Takenaka  (1982),9, の富山市を対象 

とした「 Phytoscape phase 」など自然度の 概念 

をべ ー スとした自然環境評価手法が 試みられて 

いる。 とくに，環境庁は ，昭和 49 年に「緑の国 

勢調査」 ( 自然環境保全基礎調査 ) において 植 
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生 自然 度 ，陸上自然 度 および海域自然 度 03 項 第一に，植物個体の 生長や消長など 個体 レペ 

目についての「自然 度 調査」を全国レベルで 実 ル では，環境条件や 立地条件と個体との 対応 関 

施している。 宮城県では，植生だけでなく 動物 係を明らかにできるが ，個体差，生活環 ( 生活 

相と景観をも 加味したものを 指標として， 1 キ 史 ) の問題が常にかかわってきており ，生の デ 

ロ メートルメッシュを 用い ， 10 段階に分級した 一夕をそのまま 環境指標として 評価することが 

「自然環境 質 指数」を算出している ' 。 ' 。 できない。 しかも，個体レベルでの 消長を伴 う 

また，全国の「土地利用区分国 (1 :25 ㏄ 0) 」 断続的あ るいは不可逆的変化は 環境 圧 ，立地 条 

( 国土庁 ) にも自然度の 概念が導入されている。 件 ，環境傾度 ( ニーチヱ ) に対応した段階的 計 

すなわち， 15 項目に区分し ， さらに 31 項目に細 測が不可能であ る。 これに対して ，植生は ，空 

区分されている 土地利用区分の 凡例は， 自然 度 間的にあ る一定の広がりをもち ， しかも時間的 

十人工構築物の 形態によって 区分されていると に 過去 一 現在一将来と 連続する生命集団にの 

も 言える。 集団が社会性を 持っかどうかについては ，意見 

の別れるところであ る ) であ り，植生の構造， 

IIX. 植生自然 度 による 畦境 押伍 種類組成，相観，優占種，量的測度などを 通じ 

て ，環境 田 ，立地条件などの 階級的計測，相対 環境の豊かさを 生物指標 ( 生きもの情報 ) に 的評価・分級を 行な う ことが可能であ る。 さ ら 

よって解析することの 有効性について ，植生白 に ，種子の存在に 始まり，発芽，生長，結実と 

熱度を実例として 考察してみる。 いった生命活動は ， 単に環境田や 立地の規制と 

個々の植物の 生育ではなく ，生きもの集団と の 守りの戦いだけではない。 集団レベルの さ ま 

しての植生 Vege ぬ tion を指標として 把握でぎ ざまな属性を 供えている植生は ，集団の維持と 

る 環境情報は，個体レベルや 降水量，気温，地 繁栄を計るために ， 自らが 係 わって来た環境を 

形など非生物的，物理化学的環境因子の 計測だ 形成 ( 改変 ) していく働きがあ る。 ヒェ ラルキ 

げでは得られない 数多くの特性を 有している。 一 システムに従った 植物社会学的評価めによっ 

  時系列的遷移の 方向 

相 観 

植生 彩 無 植 生 1 、 2 年生草原 多年生草原 亜 高木・低木林 高 木 林 

/ Ⅰ マ 

大 
く 環 境 圧 ) 

大 

/ ⅠⅡ 
( 植生および立地の 発達 度 ・多様性 ) 

自然 度 
階級 

T,l Ⅰ Ⅲ Ⅱ V 

図 4 植生形と計 牡圧 との典儀 棋式 
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て 群集規定されている「 サ ブ コゥ ジ ー スダジイ 

群集」を具体的 何 としてとりあ げてみる。 ヤブ 
コウジ 一 スダジイ群集は ， 高さが 20m に達す 

る常緑広葉樹の 高木林で， 4 層構造を形成して 

いる。 この群集 は ，高木第一層にスダジイ ， カ 

クノ ミノ，高木第二層に ヤブ ニッケイ， シロ ダ 

モ ，カク レ、 /, モチノキ， キ ブツバキ，低木屑 

に マンリョウ， ヒサ カキ ， ヤブ ッバキ ， イヌ ツ 

ゲ ，モチノキ，アオキ ，草本属にヤ ブ コウジ， キ 

ゾタ ，ジャノヒゲ ，ヤブラン， ベ ニシダなどが 生 

育している林分を 意味しており ，種類組成，群 
落構造がほ ば 一定となっている。 しかも， この 

群集 ; 森林生態系の 成立は，地域の 降水量，温 

度，湿度など 気候条件に対応しているだけでな 

く ，水分条件，土壌条件，日射量など 土地的条件 

からの制約を 受けている。 さらに，時間の 経過 

とともに変動する 外的な環境 正 に対して， この 

群集は， システムの構成員の 生命活動を通じて 

死体，落葉， 落 枝を生じることによって 有機質 

の堆積をうながすなど 環境を形成したり ，土壌 

の成分， ファウナ， 林内 照度， 林内 湿度など環 

境因子を一定の 範囲に保つ機能を 有している。 
すなわち，植生という 集団ほ，環境因子によっ 

て 成立，生育，発達が 規制されているだけでな 

く，積極的に 環境を形成，創造する 働きもあ る。 

人間活動に よ るものであ ろうが自然環境条件 

の制約であ ろうが，外的な 圧力として環境 圧 

は ，連続性と総合性を 合わせ持っている 生きも 

0 集団 ; 植生の組成と 構造に直接間接に 影響を 

及 は してくる。 地球的レベルでの 位置 ( 緯度 

的，歴史的に ) から， スダジイ， タブノキなど 

常緑広葉樹の 高木林を支え 得る潜在力を 持って 

いても，実際には ， さまざまな自然的および 人 

為的制限要因 ( これが環境田と 称されている ) 

が働くことによって ，現存植生および 潜在自然 

植生はより 貧 化したあ るいはより単純な 植生し 

か成立できない。 

自然的要因に 限ってみても ，海抜高度の 上昇 

は気温の低下，活動期間の 減少という形で 具体 

的に植生の成立を 制限している 環境 圧 として 作 

用 している。 また，立地の 不安定さ，貸費，適 

温，乾燥などの 要因も環境 圧 として植生の 成立 

に影響し，その 立地の気候的終局群落 ( 極相 

称 ) の成立を制限している。 

人為的制限要因についてもその 効果は同様で 

あ る。 人為的干渉がほとんど 加えられていない 

土地でほ，生育している 植生が潜在自然植生ま 

た ほ それに準じた 植生が成立しており ， 自然 度 

が高いという 評価 ( 図 4 では植生自然 度 階級が 

V) が 与えられる。 しかし，伐採，刈 り取り， 

除草など人間活動の 影響が増大するに 伴って， 

現存植生は，群落高が 低い，種類組成の 単純で 

潜在力の低い 植生へと変化していき ， 自然 度 階 

級の評価も低くなっていく。 したがって， 自然、 

環境 ( あ るいは地域環境と 読みかえることもで 

きる ) に対する環境圧は ，その土地に 現存して 

いる植生 ( 形 ) によって評価することができ 

る。 とくに，人間活動の 影響という点に 限れ 

ば ，環境圧は植生自然 度 によって判読すること 

ができる。 

IX. お わ り に 

国土庁の国土開発総合計画，県の 環境管理計 

画，地域農村社会計画，土地利用計画，アメニ 
ティタウン計画など 長期的かつ広域的な 視点に 

立脚したものから 宅地開発，河川改修，都市 再 

開発など個別的，具体的なものまで ，環境開発 
の形態は多彩であ る。 また，環境開発 v こ よる影 

響も，直接的なものから 間接的なものまで ，短 

期的なものから 長期的なものまで ，物理化学的 

に計測できるものから 心理学的な側面のものま 

で ，多様となっている。 さまざまなレベルから 

解答を求められている 地域あ るいは開発立地の 

環境問題は，現状保全がすべてであ っては解決 

できない。 産業経済文化をこれほどまで 発展さ 

せてきたわれわれ 人間にあ たえられている 課題 

は ，高度で効率的な 環境利用を意図した " 攻め " 

の環境戦略によって ，人間と環境との 新たな関 

係を構築していくことではなかろうか。 



74  (74) 横浜経営研究 第 W 巻 第 1 号 (1985) 

テ主 昂 「地理に役立つ 既存のデータベース」『地理Ⅲ 

U  植田和腔「環境リスクマネージメント」 ，ロ 経済 
セミナー i 363. 1985. 3, p. 57 ヰ 2. 

2)  ICSU-SCOPE, E れヮか 0 れ爪 臼施 Z rw 移戸 ㏄ 甘 九 % 

ses, れ 伽 f, 月がだ ゆ Zes and Proced ぴ刀 @e,, 1975. 

島津康男 訳 『環境アセスメント ，原則と方法』， 
環境情報科学センタコ 1975, p.22. 

30 ， 1985.@ pp ・ 93-106. 

12)  第一回緑の国勢調査結果については ，環境庁 編 
『緑の国勢調査』，大蔵 省印刷局， 1976 にまとめ 

られている。 
13)  武内和彦・亀山 草「植生自然 度 をめぐる諸問 

題」『応用植物社会学研究 コ 第 7 巻， 1978, pp. 
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人間環境 Human environment とは，狭義の 

環境のみならず ，物的，審美的，歴史的，文化 
的，社会的，経済的な 環境も含む，きわめて 幅 
の広 い 概念であ るとの認識となっている。 
この点に関しては ， Putman, R. J. and S. D. 
W,atten, 月 ㎡だ子 ル Ⅰ げ E,olo9 ノ ， Croom 

HeIm, 1984, pp. l5-33 に詳細に示されてい 

る 。 それによると ，環境傾度 ( ニーチェ ) に対 

する生物の耐性の 限界として，致死 値 (Lethal 
limits), 臨界 値 (C 「 itical limits) より狭い値 

として優先 域 (Prefe,,ed range) があ るとして 
いる。 優先 域は ，生物が種の 属性を十分に 発揮 
できる範囲であ り，各種環境因子によって 相対 
的に決定する。 
増川重彦「環境価値評価に 基づく環境管理」， 
口 環境情報科学』 12-2, 1983, pp.55 づ 6. 
西川栄一「計画過程における 環境アセスメン 
ト」， 林 ・西川編『環境アセスメント 研究ノー 
ト』，武蔵 野書店， p.13, 1977. 
Ca,son, R. L., 』 iJe れ助鐸 H れ g, Houghton 
Mi 伍 in Company, 1962 ( 青樹 簗 一調 口生 と死 

の妙薬』新潮社， 1964). 
法制化については ，昭和明年 4 月，環境影響評 
価法案が第 94 回通常国会に 提出され，国会審議 
( 第 96 回通常国会 ), 参考人の意見聴取・ 質疑 
( 第 98 会通常国会 ) が行なわれたが 昭和 58 年 ]1 
月の衆議院解散に 伴い，審議未了のために 廃案 

になっている。 

都道府県，指定都市における 環境影響評価の 条 

例，要綱等の 整備は，昭和 51 年 10 月に公布され 
た「川崎市環境影響評価に 関する条例」 ( 川崎 

市 ), 昭和 55 年 10 月に公布された「東京都環境 
影響評価 例 」 ( 東京都 ) など 21 の地方公共団体 
に及んでいる ( 昭和 59 年環境白書 ) 。 
全体的問題点として ，㈲調査対象地域の 設定， 
(2 廟査 期間と頻度， (3 消滅予定 域 あ るいは保全 
すべき地域の 規模とその地域生態系の 中で果す 
役割の評価， (4) データの取り 扱い方， (5 辰期 的 
影響への配慮， (6 レユ ミレーションによる 予測 

法の開発とその 限界， (7) 地域特性の把握の 必要 
性， (8) 科学的知見の 不足， (9 彫手 解析の不十分 
さ ，㈹資料が生かされていない ，㈹総合的観点 
からの調査不足，の 皿 項目をあ げている (1u 日 

本生態学会誌』第 33 巻 4 号， pp.483-491)0 
野村総合研究所， 『 -F 葉 県地域環境管理計画策 
定基礎調査報告書』 1981, p.160 ，および 寄藤 
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